
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
条
第
四
項
及
び

第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

古
屋

圭
司

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
表
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
の
項
中
「
四
百
円
」
の
下
に
「
に
当
該
金
額
が
そ
の
対
価
の
額
（
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三

年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
価
の
額
を
い
う
。
）
で
あ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
消
費
税
法
第
二

条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
）
に
つ
き
課
さ
れ
る
べ
き
消
費
税
に
相
当
す
る
額
及
び
当
該
課

さ
れ
る
べ
き
消
費
税
の
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
べ
き
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
当
該
金
額
消
費
税
等
相



当
額
」
と
い
う
。
）
を
加
え
た
金
額
」
を
加
え
、
同
表
回
胴
式
遊
技
機
の
項
か
ら
そ
の
他
の
遊
技
機
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
お

お
む
ね
四
百
円
の
遊
技
料
金
に
」
を
「
四
百
円
に
当
該
金
額
消
費
税
等
相
当
額
を
加
え
た
金
額
の
遊
技
料
金
に
お
お
む
ね
」
に

改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
金
額
を
」
を
「
金
額
に
当
該
金
額
消
費
税
等
相
当
額
を
加
え
た
金
額
を
」
に
改
め
、
同
号

イ

中
「
六
百
三
十
円
」
を
「
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
五
百
三
十
円
」
を
「
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「

(1)

(2)

(1)

二
千
五
百
二
十
円
」
を
「
二
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
二
千
百
二
十
円
」
を
「
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

(2)

及
び
第
三
号
中
「
金
額
を
」
を
「
金
額
に
当
該
金
額
消
費
税
等
相
当
額
を
加
え
た
金
額
を
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
一
万

円
」
を
「
九
千
六
百
円
に
当
該
金
額
消
費
税
等
相
当
額
を
加
え
た
金
額
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


